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■図表２ 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（閣議決定）（概要）
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の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整
備に関する法律案」が国会に提出された。詳細は後述。）

また、施策分野ごとに改革の「工程表」を定めており、個別分野におけ
る基本的方向と今後の進め方を簡潔に表している。その概要は図表２のと
おり。

（３）「第二次意見」
推進会議は、第一次意見の取りまとめ以降、１５回にわたって議論し、平

成２２年１２月には障害者基本法の改正内容に関する「障害者制度改革の推進
のための第二次意見」を取りまとめた。
この意見では、まず、障害者基本法改正の趣旨・目的として、「個性と

人格を認め合うインクルーシブ社会の構築」「障害概念を社会モデルへ転
換、基本的人権を確認」「施策の実施状況を監視する機関の創設」の３点
をあげ、次に「総則関係」、「基本的施策関係」、「推進体制」等について述
べている。
「総則関係」では、
①目的：障害の有無にかかわらず個性と人格を尊重する社会の実現等
②定義：「社会モデル」の考え方を踏まえた障害の定義の見直し等
③基本理念
・基本的人権の享有主体として、その尊厳にふさわしい生活を保障さ
れる権利

・障害者権利条約における「地域社会で生活する平等の権利」の確認
・必要な支援を受けた自己決定に基づく社会参加の権利の確認
・手話等の言語の使用及びコミュニケーション手段の利用（障害者権
利条約における「表現及び意見の自由についての権利」の確認）
など

④差別の禁止
・障害者権利条約を踏まえた障害に基づく差別に係る規定の見直し
・差別及びその防止に関する事例の収集、整理及び提供等

など１２項目について盛り込んでいる。
「基本的施策関係」については、
①地域生活、②労働及び雇用、③教育、④健康、医療、⑤障害原因の予

防、⑥精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保、
⑦相談等、⑧住宅、⑨ユニバーサルデザインと技術開発、⑩公共的施設の
バリアフリー化と交通・移動の確保、⑪情報アクセスと言語・コミュニ
ケーション保障、⑫文化・スポーツ、⑬所得保障、⑭政治参加、⑮司法手
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続、⑯国際協力について盛り込んだ。
「推進体制」では、国においては、中央障害者施策推進協議会及び推進

会議を発展的に改組して施策の実施状況の監視を担う新たな審議会組織を
設置するとともに、地方においても監視機能を持つ審議会組織の設置を提
案している。
また、「障害」の表記として、法令等では、当面「障害」を使用するこ

となどを提案している。

（４）本部による基本法改正案決定と国会可決、施行
平成２３年３月１１日の午前、本部が開催され、上記の推進会議第二次意見

を踏まえた障害者基本法の一部を改正する法律案が決定され、同法案は、
同年４月２２日閣議決定、国会に提出された。
この改正法案は、国会審議の過程で、防災・防犯、消費者としての障害

者の保護を加えるなど一部修正され、衆議院は同年６月１６日、参議院は７
月２９日、ともに全会一致で可決・成立し、附帯決議も付され同年８月５日
に施行された。ただし、「障害者政策委員会」に関する部分は、この公布
から１年以内に施行することとなった。（平成２４年５月２１日に施行。）

２ 改正障害者基本法の概要
「障害者基本法の一部を改正する法律」（平成２３年法律第９０号。以下「改
正法」という。）の概要は次のとおりである。（図表３「障害者基本法の一
部を改正する法律（概要）」や内閣府障害者施策ホームページの「障害者
基本法の改正について（平成２３年８月）」（http://www８．cao.go.jp/shougai/
suishin/kihonhou/kaisei２．html）も参照。）

（１）目的（法第１条関係）
「障害者の権利に関する条約（仮称）」（以下「障害者権利条約」という。）
の趣旨に沿った障害者施策の推進を図るため、障害者権利条約に定められ
る障害者のとらえ方や我が国が目指すべき社会の姿を新たに明記するとと
もに、施策の目的を明確化する観点から改正を行った。障害者を、必要な
支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主
体としてとらえ、障害者があらゆる分野において分け隔てられることな
く、他者と共生することができる社会の実現を法の目的として新たに規定
した。


